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一
、
は
じ
め
に

「
四
種
法
熏
習
」
と
は
、『
大
乗
起
信
論
』（
以
下
『
起
信
論
』）
中
「
解
釈
分
」
に
お
い
て
説
示
さ
れ

る
熏
習
論
で
あ
り
、
四
種
の
熏
習
の
あ
り
方
、
一
「
浄
法
」、
二
「
一
切
染
因
」、
三
「
妄
心
」、
四
「
妄

境
界
」
の
四
種
に
「
真
如
」、「
無
明
」、「
業
相
」、「
六
塵
」
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
１
）。

そ
の
内
、
浄
法
が
一
、
染
法
が
三
と
配
当
さ
れ
、
衆
生
が
心
の
作
用
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
相
続
を

経
て
変
化
し
、
染
と
浄
が
生
起
し
て
い
く
か
を
論
説
し
て
い
る
。

熏
習
と
い
え
ば
、衆
生
の
日
常
の
身
口
に
よ
る
言
動
が
記
憶
す
る
媒
体
（
阿
頼
耶
識
）
に
作
用
し
、

そ
れ
が
さ
ら
に
深
化
し
、
よ
り
熏
習
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
起
信
論
』
の
場
合
、
浄

と
染
が
互
い
に
熏
習
の
作
用
を
す
る
と
説
く
。
つ
ま
り
真
如
が
無
明
に
熏
習
を
施
し
、
無
明
も
ま
た

真
如
に
対
し
、
そ
う
し
た
過
程
を
す
る
。
そ
れ
ら
の
過
程
を
経
て
導
き
出
さ
れ
る
衆
生
の
心
に
お
け

る
浄
染
相
続
の
あ
り
方
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
論
で
は
、『
釋
摩
訶
衍
論
』（
以
下
『
釋
論
』）
自
体
が
『
起
信
論
』
由
来
に
沿
っ
た
解
釈
で
あ
る
か
、

そ
う
で
は
な
い
か
と
の
検
討
と
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
「
熏
習
」
解
釈
に
「
五
重
問
答
」
が
展
開

さ
れ
、
ど
う
「
三
大
熏
習
」
と
関
わ
る
か
に
つ
い
て
、
論
前
後
に
わ
た
っ
た
関
連
性
の
考
察
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
研
究
の
内
容
は
、
終
始
解
説
面
に
片
寄
っ
た
性
格
と
な
る
こ

と
を
了
承
願
い
た
い
。

ま
た
、
本
論
『
起
信
論
』
と
注
釈
書
『
釋
論
』
の
原
点
引
用
に
つ
い
て
、『
釋
論
』
の
理
解
を
中

心
に
考
察
す
る
た
め
『
起
信
論
』
本
文
は
『
釋
論
』
上
か
ら
引
用
し
、
本
論
と
あ
る
場
合
は
『
起
信

論
』
を
指
し
、
以
外
に
つ
い
て
は
適
時
、
名
を
明
記
す
る
。

二
、『
釋
論
』
に
お
け
る
「
四
種
法
熏
習
」
解
釈

そ
れ
で
は
、『
釋
論
』
に
お
け
る
「
熏
習
」
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
本
論
で
は
、「
熏
習
」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
く
。

「
世
間
の
衣
服
に
は
実
に
は
香
無
き
も
、
若
し
人
、
香
を
以
っ
て
熏
習
す
る
が
故
に
、
則
ち
香
気

有
る
が
如
く
、
此
も
亦
是
の
如
し
（
２
）

。」
と
し
、
香
の
香
り
の
喩
え
を
用
い
て
「
熏
習
」
を
説
明
す
る
。

ま
ず『
釋
論
』は
本
論
の
内
容
に
対
し
、五
門
を
設
定
し
解
釈
を
行
う
（
３
）
。す
な
わ
ち
、「
總
標
綱
要
門
」・

「
立
名
略
示
門
」・「
通
釋
熏
習
門
」・「
分
剖
散
說
門
」・「
盡
不
盡
別
門
」
の
五
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
に
論
説
を
配
当
す
る
。

第
一
門
「
總
標
綱
要
門
」
と
は
、
本
論
、

「
復
次
有
二
四
種
法
熏
習
義
一
故
。
染
法
淨
法
起
不
二
斷
絶
一
故
（
４
）
。」

に
対
し
、
六
つ
意
が
あ
る
と
説
く
。
以
下
に
六
つ
の
解
釈
を
ま
と
め
て
み
る
。

一
、「
相
待
相
成
似
有
意
」・
染
浄
諸
法
は
染
と
浄
の
熏
習
に
よ
り
成
立
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
仮
の

も
の
。

二
、「
本
無
性
空
非
有
意
」・
染
浄
諸
法
等
の
名
は
世
間
に
お
け
る
仮
の
名
前
。

三
、「
相
待
相
成
顯
空
意
」・
染
浄
諸
法
は
因
と
果
の
相
待
に
よ
り
仮
に
現
れ
た
も
の
で
、
自
性
空
。

四
、「
自
然
虛
空
無
礙
意
」・
染
浄
諸
法
は
有
非
有
で
は
な
く
無
障
無
碍
自
在
。

五
、「
非
作
非
造
自
然
意
」・
染
浄
諸
法
は
有
佛
無
佛
に
よ
り
相
熏
相
生
し
て
相
続
し
断
絶
し
な
い
。

六
、「
不
守
自
性
無
住
意
」・
染
浄
諸
法
は
因
縁
に
よ
り
生
滅
す
る
た
め
、
本
来
染
と
浄
も
決
定
的

な
も
の
で
は
な
い
。

六
種
の
内
、
一
番
目
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
染
浄
諸
法
を
染
す
な
わ
ち
「
無
明
」
と
、
浄

す
な
わ
ち「
真
如
」に
よ
り
生
起
す
る
こ
と
を
最
初
に
表
明
し
て
い
る
。
本
論
注
釈
書
と
し
て
の『
釋
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第
三
十
六
号

論
』
の
立
場
を
暗
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

二
番
以
降
で
は
、
染
浄
二
種
を
仮
の
も
の
で
あ
る
と
の
『
釋
論
』
独
自
の
論
説
を
展
開
す
る
。

一
方
で
、『
釋
論
』
が
「
真
如
」、「
無
明
」、「
業
相
」、「
六
塵
」
を
、
染
浄
の
二
種
に
、
統
合
し

て
捉
え
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
と
言
え
よ
う
。

六
番
目
は
、
染
と
浄
の
二
種
の
性
に
つ
い
て
、
因
縁
や
非
・
非
有
等
の
喩
え
を
用
い
て
説
明
し
、

六
意
の
最
後
に
は
、
染
浄
諸
法
の
性
質
を
無
性
の
義
と
す
る
説
示
を
す
る
た
め
、「
作
二
縁
起
陀
羅

尼
一
」
と
「
縁
起
陀
羅
尼
」
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
門
の
構
造
を
考
え
る
と
、「
四
修
法
熏
習
」
理
解
に
つ
い
て
六
つ
に
ま
と
め
た
、
と
同
時
に
、

以
下
に
解
釈
さ
れ
る
論
説
は
そ
う
い
っ
た
論
証
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
門
に
お
け

る
『
釋
論
』
の
立
場
は
、
大
ま
か
な
思
想
構
造
の
表
明
に
な
る
。

第
二
の
門
「
立
名
略
示
門
（
５
）
」
を
見
て
み
る
と
、『
釋
論
』
は
以
上
の
門
よ
り
二
門
を
立
て
る
。
前

者
に
「
真
如
」、
後
者
に
「
無
明
」・「
業
識
」・「
妄
境
界
」
の
三
種
を
配
当
す
る
。

「
真
如
」
と
は
「
自
性
清
淨
本
覺
藏
智
（
６
）
」、「
無
明
」
等
の
三
種
は
「
離
脫
體
相
本
上
無
明
（
７
）
」
で
あ

る
と
説
く
。
前
述
同
様
、「
真
如
」
以
外
を
一
括
に
す
る
。

ま
た
、
本
論
の
論
説
で
は
、「
真
如
」
を
「
生
滅
門
」
側
よ
り
眺
め
た
論
説
で
あ
る
と
推
察
さ
れ

る
の
に
対
し
、『
釋
論
』
で
は
「
自
性
清
淨
」
や
「
本
覺
」
の
文
言
の
説
示
に
と
ど
め
て
お
り
、
詳

し
く
説
か
れ
て
い
な
い
。

「
離
脫
體
相
本
上
無
明
」
と
説
く
こ
と
か
ら
、
體
相
を
離
脱
す
る
本
上
の
無
明
で
あ
り
、
體
は
「
真

如
」・
相
は
「
本
覚
」
を
離
脱
す
る
「
根
本
無
明
」
と
「
枝
末
無
明
」
と
推
察
さ
れ
る
。

第
三
門
「
通
釋
熏
習
門
」
で
は
、
二
門
を
立
て
る
。
第
一
の
「
比
量
譬
喻
善
巧
門
」
は
、
独
自
な

熏
習
の
例
え
を
本
論
の
譬
喩
に
準
え
、「
芬
香
」・「
鄙
香
」の
好
悪
の
香
二
種
を
用
い
て
、林
に
入
る
時
、

種
々
の
香
を
焚
き
染
め
る
と
い
う
説
示
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
、『
起
信
論
』
の
論
説
を
意
識
し
た

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
の
「
法
喻
合
說
安
立
門
」
は
「
一
向
明
白
」・「
一
向
闇
黒
」
の
二
種
を
立
て
る
。

「
一
向
明
白
」は「
真
如
」に
つ
い
て
の
説
示
で
あ
り
、第
二
門
で
論
説
し
た「
自
性
清
淨
本
覺
藏
智
」

と
の
関
連
性
か
ら
も
、「
真
如
」
の
性
質
を
再
説
し
て
い
る
。

一
方
、「
一
向
闇
黒
」
に
つ
い
て
は
、「
無
明
」
を
「
一
向
闇
黒
」
と
し
て
捉
え
、「
無
明
」
そ
の

も
の
に
「
智
明
」
や
「
白
品
」
と
い
っ
た
も
の
が
無
く
、
闇
黒
に
対
し
本
覚
を
も
っ
て
働
き
か
け
る

こ
と
（
熏
習
）
を
「
浄
用
」
と
説
く
。
こ
の
二
種
の
性
質
に
つ
い
て
、『
釋
論
』
は
第
一
門
の
よ
う
に
、

「
實
自
性
無
」
と
し
、染
も
浄
も
幻
化
し
た
も
の
、つ
ま
り
本
質
的
に
無
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
る
。

第
四
門
「
分
剖
散
說
門
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
門
に
比
べ
分
量
が
大
部
で
、
多
種
多
様
な
門
を
立

て
る
。

こ
う
し
た
論
説
は
、
こ
こ
に
限
ら
ず
解
釈
に
先
だ
っ
て
力
説
し
た
い
箇
所
の
た
め
量
が
多
岐
に
わ

た
っ
て
お
り
、
熏
習
論
以
外
に
も
「
立
義
分
」
解
釈
等
も
同
様
に
、『
釋
論
』
全
体
に
共
通
す
る
特

徴
と
言
え
よ
う
。

ま
ず
、展
開
さ
れ
る
門
に
つ
い
て
、①
「
黑
品
相
熏
有
力
門
」
よ
り
②
「
總
問
總
答
顯
宗
門
」・
③
「
歸

總
作
別
散
說
門
」
を
立
て
る
。
二
番
目
に
④
「
白
品
相
熏
有
力
門
」
よ
り
⑤
「
總
問
總
答
顯
宗
門
」・

⑥
「
歸
總
作
別
散
說
門
」
を
立
て
、
三
番
目
に
⑦
「
發
起
問
答
決
疑
門
」
を
立
て
る
。
第
四
目
に
⑧

「
舉
緣
廣
說
開
通
門
」
よ
り
⑨
「
總
標
軌
則
決
定
門
」・
⑩
「
緣
相
散
示
生
解
門
」
の
計
四
門
、
そ
の

中
の
三
門
よ
り
、
計
六
門
を
立
て
る
。（
記
号
筆
者
（
８
）

）

②
「
總
問
總
答
顯
宗
門
」
は
、「
生
子
と
能
生
父
（
９
）
」
の
譬
喩
を
あ
げ
る
。
業
識
が
生
起
し
動
き
始

め
る
と
、
そ
れ
が
「
無
明
」
そ
の
も
の
に
熏
習
し
増
長
し
た
惑
を
起
す
と
説
く
。「
妄
心
」
の
働
き

に
つ
い
て
は
、
生
死
の
苦
海
を
逃
れ
、
涅
槃
の
岸
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
説
く
。

以
上
に
締
め
く
く
り
と
し
て
、
本
論
「
以
レ
有
二
境
界
染
法
緣
一
故
。
即
熏
習
二
妄
心
一
令
下
其
念
著

造
二
種
種
業
一
。
受
中
於
一
切
身
心
等
苦
上
故）
（（
（

。」
を
引
き
、
妄
心
と
い
う
境
界
の
風
が
、
無
明
と
い
う

現
識
海
を
波
立
た
せ
七
識
の
波
浪
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
諸
悪
の
業
を
生
じ
さ
せ
一
切
の
苦
悩
を
報

い
と
し
て
受
け
、
三
界
を
「
循
環
」
し
、
四
毒
の
「
賊
浪
」
を
起
す
と
説
く
。

③
「
歸
總
作
別
散
說
門
」
は
、
門
よ
り
「
境
界
」・「
妄
心
」・「
無
明
」
の
三
種
、
そ
れ
よ
り
各
々

二
種
の
思
想
が
含
ま
れ
る
と
し
、
計
六
種
が
あ
る
と
説
く）
（（
（

。

「
境
界
」に「
如
實
熏
習
」と「
如
有
熏
習
」二
種
、こ
れ
ら
を「
境
界
熏
習
」と
し
、「
妄
心
」に「
上
熏
」

と
「
下
熏
」
二
種
、
こ
れ
ら
を
「
妄
心
熏
習
」
と
す
る
。「
無
明
」
に
「
有
成
就
意
」・「
空
成
就
意
」

の
二
種
、
以
上
の
六
種
を
説
く
。

「
境
界
」
に
つ
い
て
、本
論
「
增
長
念
熏
習
」
に
対
し
「
如
實
熏
習
」。「
增
長
取
熏
習
」
に
対
し
「
如

有
熏
習
」。
が
対
応
す
る
。

前
は
「
法
執
の
念
を
増
す
」、後
は
「
人
執
の
着
を
長
ず
」
を
表
現
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。（
傍

線
筆
者
）

「
妄
心
」
と
は
、「
業
識
根
本
熏
習
」
を
「
上
熏
」、「
增
長
分
別
事
識
熏
習
」
を
「
下
熏
」
に
対
応

さ
せ
る
。
前
は
「
三
乗
聖
人
」
が
「
阿
羅
漢
辟
支
佛
一
切
菩
薩
」
を
指
し
、「
上
熏
」
と
な
り
、後
は
「
一

切
凡
夫
」
を
指
し
「
下
熏
」
と
な
る
。

「
無
明
」
に
お
け
る
解
釈
で
は
、
中
間
の
無
明
（
末
那
）
の
理
解
に
『
熏
習
經
』
を
引
用
し
、
有

二
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空
の
二
種
に
よ
っ
て
中
間
も
説
明
で
き
る
と
す
る
立
場
を
説
く
。

⑤
「
總
問
總
答
顯
宗
門
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
と
同
じ
く
総
問
と
し
て
位
置
づ
け
、
以
下
に
「
無

始
自
然
熏
」・「
始
有
建
立
熏
」
の
二
種
、
そ
れ
ら
に
「
本
因
果
」
と
「
始
因
果
」
を
配
当
す
る
。

「
本
因
果
」
と
は
、
三
賢
十
聖
位
に
し
て
三
身
四
徳
の
果
を
有
し
、「
十
種
本
覺
真
智
」
お
よ
び
そ

の
「
十
種
如
實
法
界
」
に
お
い
て
根
本
無
明
で
あ
る
「
十
種
枝
末
無
明
」
を
熏
習
す
る
と
説
く
。

「
始
因
果
」
と
は
、
十
信
位
以
前
の
凡
夫
が
そ
の
位
に
到
達
す
る
力
（
熏
習
）、
す
な
わ
ち
涅
槃
を

求
め
る
心
で
あ
る
「
真
如
性
」
の
「
熏
習
」
に
よ
り
赴
く
発
展
段
階
を
説
く
。

⑥
「
歸
總
作
別
散
說
門
」
と
は
、「
妄
染
熏
習
門
」・「
淨
法
熏
習
門
」
の
二
門
の
内
、
前
者
の
門

か
ら
「
麁
」・「
細
」、
後
者
の
門
か
ら
は
「
總
標
門
」・「
開
釋
門
」
を
立
て
、
さ
ら
に
「
開
釋
門
」

よ
り
「
法
身
自
然
熏
習
門
」
と
「
應
化
常
恒
熏
習
門
」
を
設
定
す
る
。

「
麁
」
と
は
「
意
識
麁
熏
習
」
の
こ
と
で
、「
四
十
心
凡
夫
」
お
よ
び
「
緒
二
乗
」
の
衆
生
を
対
象

と
す
る
。「
細
」
は
「
十
一
未
那
識
熏
習
」。「
初
地
」
か
ら
「
金
剛
」
の
衆
生
を
対
象
と
す
る
と
説
く
。

「
法
身
自
然
熏
習
門
」・「
應
化
常
恒
熏
習
門
」
に
つ
い
て
は
、
三
大
の
熏
習
に
つ
い
て
こ
こ
で
は

説
い
て
い
る
。
こ
の
三
大
熏
習
に
つ
い
て
は
、
別
項
に
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑦
「
發
起
問
答
決
疑
門
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
「
有
覺
門
」・「
無
覺
門
」
の
二
門
を
展
開
す
る
。

こ
の
門
の
特
徴
は
、
先
の
門
、「
淨
法
熏
習
門
」
中
の
説
示
に
つ
い
て
問
答
形
式
を
採
用
し
た
難
問

で
あ
る
。

衆
生
が
発
心
し
修
行
を
す
る
あ
り
方
に
つ
い
て
、『
釋
論
』
自
身
が
問
題
と
意
識
し
設
定
し
た
門

と
考
え
ら
れ
、
ま
た
は
、「
四
種
法
熏
習
」
全
体
の
論
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
門
の
冒
頭
で
『
釋
論
』
は
、
こ
れ
よ
り
以
下
に
説
示
さ
れ
る
説
示
は
理
解
が
難
し
く
、
一
問

一
答
の
よ
う
に
明
瞭
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る）
（（
（

。

筆
者
は
、
こ
の
箇
所
で
説
示
さ
れ
る
「
有
覺
門
」
の
「
五
重
問
答
」
や
、「
無
覺
門
」
の
「
問
答
」

の
内
容
が
、「
五
重
問
答
」
の
そ
れ
よ
り
前
に
説
か
れ
る
「
三
大
熏
習
」
と
密
接
に
関
連
し
、
そ
の

論
説
が
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
後
に
考
察
し
た
い
。

で
は「
有
覺
門
」と「
無
覺
門
」に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
も
そ
も
大
本
の
問
題
と
し
て
は
こ
う
だ
。

「
一
切
衆
生
悉
有
本
覺
」
に
つ
い
て
「
本
覺
」
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
提
起
し
、
そ
の
難
に
つ

い
て
展
開
さ
れ
る
。

ま
ず
、前
者
に
つ
い
て
、具
体
的
な
本
論
所
説
の
引
用
を
あ
げ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
特
徴
は
、「
本

覺
」
が
あ
る
と
説
く
こ
と
に
あ
る
。

「
本
覺
」
と
は
諸
衆
生
に
あ
り
、
衆
生
そ
れ
ぞ
れ
に
別
々
の
覺
が
あ
る
の
で
は
な
く
、「
本
覺
」
そ

の
も
の
で
あ
る
。「
體
」
が
諸
衆
生
に
遍
じ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
衆
生
に
は
多
種
多
様
な
相
が

あ
り
十
人
十
色
、
差
別
の
性
が
生
じ
る
と
し
て
「
意
趣
別
故）
（（
（

」
と
説
く
の
で
あ
る
。

そ
の
差
異
に
つ
い
て
、『
大
宗
地
玄
文
本
論
』
を
引
き
、
衆
生
差
別
の
性
を
、
差
別
の
性
と
見
た

場
合
そ
れ
は
無
明
で
あ
る
。
だ
が
、
無
明
自
体
に
差
別
の
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
説
く
。

そ
し
て
一
無
明
と
す
る
立
場
を
「
自
宗
決
定
」
と
し
て
『
大
宗
地
玄
文
本
論
』、
多
無
明
と
す
る

立
場
を
「
引
攝
決
定
」
と
し
て
『
起
信
論
』
と
す
る
。
つ
ま
り
『
釋
論
』
は
前
者
を
真
実
的
立
場
、

後
者
を
仮
法
的
立
場
と
し
て
表
し
て
会
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
論
説
を
行
う
背
景
に
つ
い
て
、『
釋
論
』
は
、
如
来
が
「
懈
怠
痴
」
の
世
間
衆
生
を

対
治
し
た
い
と
思
う
が
ゆ
え
に
、「
有
二
無
量
無
邊
無
明
一
能
覆
二
佛
性
一
。」
と
説
い
た
と
す
る
。
そ

の
た
め
、
無
明
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
衆
生
の
側
に
た
っ
て
相
続
す
る
無
明
の
あ
り

方
に
重
き
が
置
か
れ
説
か
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
佛
性
に
つ
い
て
は
、「
成
佛
」
を
論
点
と
し
て
、
な
ぜ
成
佛
自
体
に
順
序
差
異
が
あ
る
の
か

に
つ
い
て
、『
大
宗
地
玄
文
本
論
』
を
引
く
。

そ
し
て
衆
生
に
は
「
勤
行
」・「
不
行
」・「
聡
明
」・「
闇
鈍
」
等
の
違
い
や
無
量
の
差
別
が
あ
る
。

本
来
同
一
な
る
「
本
覺
」・「
佛
性
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
一
時
に
発
心
し
修
行
す
れ
ば
無
上
道

に
い
た
れ
る
が
、
煩
悩
厚
薄
の
た
め
佛
性
に
も
強
劣
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
以
下
に
「
五
重
問

答
」
が
展
開
さ
れ
る
。

次
に
「
無
覺
門
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
門
は
「
有
覺
門
」
の
「
本
覺
」
を
認
め
る
立
場
と
は
逆

の
論
説
を
す
る
。「
一
切
衆
生
無
有
本
覺
」
を
提
起
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
無
所
依
本
覺
」
と
説
く）
（（
（

。

発
心
修
行
す
る
こ
と
に
よ
り
無
上
道
に
達
す
る
と
説
く
こ
と
に
対
し
、
真
如
の
熏
習
が
あ
る
の
な

ら
、
一
切
衆
生
の
「
有
信
」・「
無
信
」・「
有
修
行
」・「
無
修
行
」
の
差
別
が
生
ず
る
の
は
疑
問
が
起

き
る
た
め
、
皆
が
一
時
に
熏
習
の
自
覚
を
も
ち
修
行
す
れ
ば
平
等
に
涅
槃
に
い
た
る
の
で
は
と
難
を

投
げ
か
け
る
で
あ
る
。

そ
れ
に
答
え
る
形
で
、
衆
生
が
真
如
に
熏
習
さ
れ
て
い
る
と
す
る
自
覚
は
、
本
来
一
つ
で
あ
る
真

如
の
功
徳
も
無
始
以
来
の
「
無
明
」
に
よ
る
厚
薄
が
原
因
で
、
そ
れ
に
不
同
が
生
じ
、
先
に
成
佛
す

る
も
の
、
後
か
ら
成
佛
す
る
も
の
が
現
れ
る
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

⑧
「
舉
緣
廣
說
開
通
門
」
は
、
他
の
門
よ
り
複
雑
に
展
開
さ
れ
、
整
理
が
難
し
い
。

先
の
門
よ
り
、
⑨
「
總
標
軌
則
決
定
門
」
と
⑩
「
緣
相
散
示
生
解
門
」
の
二
門
、
前
門
よ
り
「
法

體
説
」・「
譬
喩
説
」・「
契
合
説
」
の
三
説
、「
契
合
説
」
よ
り
「
總
說
」・「
別
說
」
の
二
説
。「
別
說
」

よ
り
「
緣
闕
單
因
無
力
門
」・「
因
闕
單
緣
無
力
門
」・「
因
緣
具
足
圓
成
門
」
の
三
門
が
説
か
れ
る
。

三



28

大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集　

第
三
十
六
号

ま
た
、
後
門
よ
り
、「
總
說
」・「
別
說
」
の
二
説
、「
總
說
」
よ
り
「
能
縁
」・「
所
縁
」
の
二
種
。

「
別
說
」
よ
り
「
有
簡
擇
緣
」・「
無
簡
擇
緣
」
の
二
種
、「
無
簡
擇
緣
」
よ
り
「
總
說
門
」・「
別
說
門
」

の
二
門
が
展
開
さ
れ
る
。
門
だ
け
で
も
煩
わ
し
い
。

ま
ず
⑨
「
總
標
軌
則
決
定
門
」
中
「
法
體
説
」・「
譬
喩
説
」・「
契
合
説
」
の
三
説
に
つ
い
て
考
察

す
る
。「
法
體
説
」
に
つ
い
て
は
、
本
論
、「
又
諸
佛
法
有
レ
因
有
レ
縁
因
縁
具
足
乃
得
二
成
辦）
（（
（

一
。」
に

対
応
す
る
。

『
釋
論
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
因
」
を
「
本
覺
性
種
」、「
縁
」
を
「
權
實
別
用
」
と
し
て
佛
法
の

成
立
を
み
る
。

「
譬
喩
説
」
と
は
、
本
論
に
四
種
の
譬
喩
、「
木
」
を
「
染
法
」・「
火
」
を
「
智
慧
」・「
人
」
を
「
衆

生
」・「
燒
」
を
「
對
治
」、
と
説
く
。

「
契
合
説
」
と
は
、
二
種
の
説
「
總
說
」・「
別
說
」
が
展
開
さ
れ
、
前
者
は
本
論
の
「
衆
生
亦
爾）
（（
（

」

に
対
応
す
る
。
こ
れ
は
『
釋
論
』
の
最
も
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
、「
總
」
に
対
す
る
特
別

な
理
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
衆
生
所
為
の
事
業
の
総
説
と
し
て
「
總
」
と
説
か
れ
る
。

後
者
の
「
別
説
」
は
、「
緣
闕
單
因
無
力
門
」・「
因
闕
單
緣
無
力
門
」・「
因
緣
具
足
圓
成
門
」
の

三
門
が
説
か
れ
る
。

上
は
、「
真
如
」
の
熏
習
が
あ
っ
て
も
修
行
の
縁
を
断
て
ば
佛
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。

中
は
修
行
の
縁
が
あ
っ
て
も
、「
真
如
」の
熏
習
が
な
け
れ
ば
涅
槃
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。

下
は
上
と
中
の
「
真
如
」
の
熏
習
と
修
行
の
縁
が
具
足
し
た
こ
と
に
よ
り
涅
槃
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
説
く
。

こ
の
上
・
中
・
下
の
三
門
は
、
真
如
の
熏
習
と
い
う
内
因
と
、
修
行
へ
と
赴
こ
う
と
す
る
外
縁
の

関
係
性
を
三
位
一
体
と
し
て
説
い
て
い
る
。

⑩
「
緣
相
散
示
生
解
門
」
と
は
、「
總
說
」
よ
り
説
示
さ
れ
る
「
能
縁
」・「
所
縁
」
の
二
種
の
内
、

前
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
の
特
徴
は
、『
釋
論
』
が
「
用
熏
習
」
を
能
縁
と
所
縁
に
分
け

解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

本
論
で
は
「
用
熏
習
者
故）
（（
（

」
に
対
応
す
る
。『
釋
論
』
は
、「
應
化
身
」
と
捉
え
る
。
衆
生
の
た
め

に
開
示
さ
れ
た
「
法
身
」
の
体
性
を
教
化
す
る
能
縁
と
し
て
現
れ
で
た
の
が
「
應
化
身
」
で
あ
る
と

説
く
の
で
あ
る
。

後
者
は
、
本
論
の
「
即
是
衆
生
外
緣
之
力
故）
（（
（

」
に
対
応
す
る
。
こ
れ
は
「
應
化
身
」
が
能
縁
と
す

る
に
対
し
衆
生
は
所
縁
の
立
場
に
あ
た
る
と
捉
え
る
。
つ
ま
り
「
應
化
身
」
が
衆
生
に
教
化
を
働
き

か
け
る
と
説
く
。

「
別
說
」
に
お
け
る
「
有
簡
擇
緣
」
に
つ
い
て
は
、「
應
化
身
」
が
衆
生
に
働
き
か
け
る
能
縁
に
差

別
の
側
面
に
つ
い
て
説
く
。
本
来
差
別
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
衆
生
の
立
場
か
ら
眺
め
る
と
き
、

所
縁
の
側
か
ら
差
別
の
論
説
が
説
か
れ
る
と
す
る
。

「
無
簡
擇
緣
」
中
「
總
說
門
」・「
別
說
門
」
の
二
門
は
、多
く
の
論
説
が
展
開
さ
れ
る
が
、そ
の
中
で
、

自
然
に
修
行
す
る
こ
と
に
よ
り
「
真
如
三
昧
力
」
に
依
っ
て
一
切
の
法
性
の
境
地
を
観
る
こ
と
が
で

き
、
平
等
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

最
後
に
第
五
門
「
盡
不
盡
別
門
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
箇
所
は
本
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
染
浄
熏

習
」
最
後
の
段
で
あ
る
。

『
釋
論
』
は
、一
切
の
「
妄
法
」
は
「
無
始
有
終
」
と
し
、「
淨
法
」
は
「
有
始
無
終
」
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
準
え
て「
盡
不
盡
」と
し
て
い
る
。「
真
妄
」は
極
め
て
相
違
し「
俱
行
」し
な
い
も
の
と
説
き
、

双
方
が
正
反
対
の
性
質
で
あ
る
と
規
定
す
る
。　

こ
こ
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、『
釋
論
』
が
本
論
に
対
す
る
随
分
解
釈
を
試
み
て
い
る
点
と
、「
真

如
」、「
無
明
」、「
業
相
」、「
六
塵
」
の
四
種
を
「
真
如
」
と
「
無
明
」
の
二
種
に
二
元
化
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、「
無
明
」
を
悪
し
き
根
源
と
し
て
捉
え
る
視
点
は
、「
無
明
」

そ
の
も
の
の
働
き
も
論
説
す
る
反
面
、
衆
生
の
側
に
た
っ
て
相
続
す
る
あ
り
方
に
つ
い
て
も
重
き
が

置
か
れ
説
か
れ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
特
に
、双
方
の
理
解
に
つ
い
て
熱
弁
を
振
う
、第
四
門
「
分

剖
散
說
門
」
は
、『
釋
論
』
の
思
い
入
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。
尚
、「
四
種
法
熏
習
」
解
釈
を
図
に
し
た

も
の
が
資
料
①
で
あ
る
。

三
、
三
大
熏
習
に
つ
い
て

三
大
熏
習
と
は
「
自
体
相
熏
習
」
と
「
用
熏
習
」
を
い
う
。
こ
の
三
大
の
主
な
働
き
は
「
真
如
熏

習
」
の
立
場
を
「
自
体
相
」
と
「
用
」
の
二
面
よ
り
論
説
す
る
。

「
三
大
」
と
聞
け
ば
、「
体
相
用
」
を
い
う
が
、
こ
こ
で
の
三
大
に
は
「
自
」
が
あ
り
、「
体
」
と

「
相
」
が
一
括
り
さ
れ
、「
用
」
が
独
立
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
説
示
が
な
さ
れ
た

の
か
を
こ
こ
で
は
検
討
し
、「
真
如
」
の
性
質
に
ま
で
迫
っ
て
い
き
た
い
。

『
釋
論
』
に
お
け
る
本
論
引
用
に
よ
れ
ば
、「
自
体
相
熏
習
」
と
「
用
熏
習
」
に
つ
い
て
、「
自
體

相
熏
習
者
。
從
二

無
始
世
一

來
具
二

無
漏
法
一
。
用
熏
習
者
。
備
有
二

不
思
議
業
一

作
二

境
界
之
性）
（（
（

一
。」

と
説
く
。

前
者
は
、「
真
如
」・「
本
覺
」
を
「
無
漏
法
」
と
捉
え
、
そ
れ
が
無
始
世
よ
り
備
わ
っ
て
い
る
と
し
、

四
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後
者
は
、「
不
思
議
業
」
と
い
う
真
如
の
働
き
を
備
え
た
「
境
界
之
性
」
と
説
く
。

こ
れ
に
つ
い
て
、『
起
信
論
』
原
文
を
見
て
み
る
と
先
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
自
體
相
熏
習
者
。
從
二

無
始
世
一

來
具
二

無
漏
法
一
。
備
有
二

不
思
議
業
一
。
作
二

境
界
之
性
一
。

依
二
此
二
義
一
恒
常
熏
習
。
以
レ
有
レ
力
故
能
令
下
衆
生
厭
二
生
死
苦
一
樂
二
求
涅
槃
一
。
自
信
三
己
身

有
二
真
如
法
一
發
心
修
行）
（（
（

上
。」

と
あ
り
、『
釋
論
』
上
で
解
釈
さ
れ
る
「
用
熏
習
」
の
箇
所
は
「
自
體
相
熏
習
」
の
説
示
に
該
当
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
『
釋
論
』
の
意
図
的
な
改
編
で
あ
り
、
作
者
が
二
者
の
立
場
を
不
離
と
し
て
捉
え
て
い

た
こ
と
に
由
来
す
る
。

『
釋
論
』は
、「
自
体
相
熏
習
」理
解
に「
法
身
自
然
熏
習
門
」を
設
定
し
、「
無
漏
法
」を「
本
覺
性
智
」

と
説
い
て
、
功
徳
圓
滿
し
て
智
慧
を
具
足
す
る
と
説
い
て
い
る
。

「
用
熏
習
」
に
は
、「
応
化
常
恒
熏
習
門
」
を
立
て
、「
本
覺
」
が
「
彼
恒
沙
」
の
「
無
量
無
邊
不
思
議
」

な
「
業
用
」
を
発
し
、
一
切
衆
生
の
心
相
に
対
し
て
、
応
に
隨
っ
て
教
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
一
切

の
悪
を
断
じ
て
一
切
の
善
を
発
す
と
説
く
。

で
は
、
本
来
「
用
熏
習
」
が
説
か
れ
る
本
論
の
箇
所
と
解
釈
を
見
て
み
た
い
。
そ
こ
で
は
「
応
化

身
」
の
裏
付
と
し
て
、

「
即
應
化
身
。
能
為
二
衆
生
一
造
二
作
成
本
覺
之
境
界
一
故）
（（
（

。」

と
説
か
れ
る
。

こ
の
論
説
は
、「
緣
相
散
示
生
解
門
」中「
總
說
」よ
り
説
示
さ
れ
る「
能
縁
」・「
所
縁
」二
種
の
内
、「
能

縁
」
の
説
示
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
先
の
『
釋
論
』
の
論
文
は
、
著
し
く
改
編
し
た

文
に
類
似
す
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、「
三
身
」
の
働
き
の
再
説
、
と
前
述
の
「
三
身
」
が
不
離
で
あ
る
こ
と
を
説
明

す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
根
底
に
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
「
真
如
熏
習
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
「
五
重
問
答
」
と
の
関
係
が
起
因
し

て
い
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
体
裁
と
な
っ
た
か
を
考
え
る
と
、
本
論
の
解
釈
と
、『
釋
論
』
独
自
の
論
説
展

開
の
並
行
が
難
し
い
と
判
断
し
た
た
め
と
考
え
る
。

「
自
體
相
熏
習
者
」
と
「
用
熏
習
」
に
つ
い
て
『
釋
論）
（（
（

』
は
、
前
者
を
「
法
身
」、
後
者
を
「
応
化

身
」
と
捉
え
る
。
そ
の
た
め
「
応
化
身
」
が
解
釈
さ
れ
る
二
種
の
門
に
つ
い
て
、「
如
レ
是
二
門
不
二

相
捨
離
一
。」
と
説
か
れ
、
二
種
が
別
に
分
け
ら
れ
る
の
も
の
で
は
な
い
と
し
、
締
め
く
く
り
に
「
三

身
本
有
理
故
顯
了
」
と
、「
三
身
」
が
「
三
大
」
と
深
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

一
方
で
、
な
ぜ
「
自
」
が
付
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、『
釋
論
』
は
「
自
自
作
自
無
他
力
故
。」

と
説
く
。「
自
自
」
と
は
、そ
の
内
一
つ
が
自
然
作
の
「
体
」、二
つ
が
自
然
作
の
「
相
」
を
表
し
、「
自
」

が
付
さ
れ
る
の
だ
と
説
い
て
い
る）
（（
（

。

こ
の
理
解
に
つ
い
て
こ
れ
ら
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
、「
立
義
分
」
解
釈
上
の
「
自
」
の
論
説
を

み
て
み
る
と）
（（
（

、

「
何
故
依
二
真
如
門
一
所
二
趣
入
一
之
摩
訶
衍
法
唯
立
二
體
名
一
。
依
二
生
滅
門
一
所
二
趣
入
一
之
摩
訶

衍
法
立
二
自
名
一
耶
。真
如
門
中
無
二
他
相
一
故
。生
滅
門
中
有
二
他
相
一
故
。他
謂
一
切
不
善
品
法
。

自
謂
一
切
清
淨
品
法
。」

と
説
い
て
お
り
、「
真
如
門
」
中
に
「
他
相
」
無
く
、「
生
滅
門
」
中
に
は
「
他
相
」
が
あ
る
と
説
く
。

「
他
」
と
は
「
一
切
不
善
品
法
」、「
自
」
と
は
「
一
切
清
浄
品
法
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
若
所
對
治
他
無
。
能
對
治
自
無
故
。
唯
言
レ
體
不
レ
說
レ
自
焉
。
若
所
對
治
他
有
。
能
對
治
自
有
。

故
名
言
レ
自
不
二
唯
體
一
焉
。
復
次
為
レ
欲
下
顯
示
中
一
法
界
體
平
等
平
等
無
レ
有
二
其
私
一
。
無
量

性
德
自
然
本
有
非
上
レ
得
二
他
力
一
故
。」

と
あ
り
、
対
治
す
る
「
他
」
が
あ
る
時
、「
自
」
は
あ
り
、
対
治
す
る
「
他
」
が
無
い
時
、「
自
」
は

無
い
と
説
く
。
そ
の
た
め
、「
真
如
門
」
所
説
に
は
「
自
」
は
無
く
「
生
滅
門
」
所
説
に
は
「
自
」

が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
三
大
熏
習
」
の
場
合
、対
象
に
「
真
如
」
の
功
徳
を
働
き
か
け
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、「
無

明
」
が
「
他
」
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、「
三
大
熏
習
」
は
「
自
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
問
題

と
し
て
い
た
「
真
如
」
が
「
真
如
門
」
か
「
生
滅
門
」
由
来
で
あ
る
か
は
、
後
者
の
繋
が
り
を
指
摘

で
き
る
。

だ
か
、「
真
如
」
そ
の
も
の
の
本
質
が
「
生
滅
門
」
で
は
な
く
、「
熏
習
論
」
の
立
場
か
ら
眺
め
た

場
合
で
あ
り
、「
真
如
門
」
上
の
「
真
如
」
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
も
重
要
な
視

点
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、以
上
の
検
討
の
根
幹
を
な
す
の
は
、第
一
門
「
總
標
綱
要
門
」
に
お
い
て
、「
六
意
」

の「
染
浄
諸
法
」理
解
を
仮
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
示
が
、「
四
種
法
熏
習
」理
解
で
衆
生
の
迷
い（
無

明
）
を
い
か
に
取
り
除
く
か
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
お
い
た
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

六
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七

四
、
「
真
如
熏
習
」
解
釈
に
展
開
さ
れ
る

「
五
重
問
答
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て

次
に「
五
重
問
答
」と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
發
起
問
答
決
疑
門
」中「
有

覺
門
」
に
て
説
か
れ
る
。

一
般
的
に
「
五
重
問
答
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、『
釋
論
』
上
で
は
そ
の
よ
う
な
名
は
説
か
れ
て

い
な
い
。
問
答
が
五
つ
の
段
階
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
に
由
来
す
る
。
こ
の
問
答
は
、
弘
法
大

師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
に
よ
る
著
作
撰
述
の
際
、
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
知
名
度
が

後
世
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
今
回
、
筆
者
は
空
海
の
思
想
か
ら
離
れ

て
、
こ
の
問
答
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
簡
単
に
「
五
重
問
答
」
に
つ
い
て
触
れ
る
。

①
十
地
を
超
え
、
無
上
地
に
い
た
り
、
三
身
を
圓
滿
し
、
四
徳
を
具
足
す
る
一
切
の
行
者
は
？　

無
明

②
絶
絶
離
離
の
清
浄
本
覺
は
？　

無
明

③
一
法
界
心
は
？　

無
明）
（（
（

④
三
自
一
心
摩
訶
衍
（
自
体
自
相
自
用
摩
訶
衍
）
は
？　

無
明

⑤
不
二
摩
訶
衍
法
は
？　

明
か
無
明
か
？

と
説
い
て
い
る
。

筆
者
は
五
つ
の
問
答
に
お
い
て
特
に
「
一
切
行
者
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
こ
の
理
解

に
関
連
し
て
「
發
起
問
答
決
疑
門
」
が
説
か
れ
る
冒
頭
、

「
此
決
疑
門
義
理
難
レ
解
文
教
更
閉
。
作
レ
釋
非
二
散
說
一
無
二
定
通
人
一
不
レ
能
二
明
了
。
是
故
今

更
作
二
種
種
釋
一
。
具
足
開
示
曉
二
行
者
心
一
。」

と
あ
る
。

『
釋
論
』
は
、
こ
れ
か
ら
以
降
に
説
か
れ
る
説
示
は
、
理
解
が
難
し
く
容
易
に
伝
わ
ら
な
い
、
さ

ら
に
こ
れ
を
解
釈
し
説
く
。
こ
れ
に
よ
り
「
行
者
」
の
「
心
」
を
「
曉
（
さ
と
す
）」
と
説
い
て
い
る
。

「
五
重
問
答
」
の
内
容
は
、
順
に
「
三
身
」
を
圓
滿
し
た
「
行
者
」・「
本
覺
」・「
一
心
」・「
生
滅
門
」

所
説
「
三
自
一
心
摩
訶
衍
」・「
不
二
摩
訶
衍
法
」
と
な
る
。
そ
の
問
答
、説
示
冒
頭
に
「
心
」
を
「
曉

（
さ
と
す
）」
と
あ
る
の
に
は
、
行
者
と
衆
生
の
関
係
性
と
、
問
答
最
後
の
「
不
二
摩
訶
衍
法
」
を
説

示
す
る
体
裁
に
深
い
関
連
を
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、「
行
者
」
に
お
け
る
「
三
身
」
の
説
示
は
、「
三
大
熏
習
」
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
り
た
た

な
い
し
、
そ
れ
は
、「
問
答
」
以
前
に
既
に
論
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
お
り
、
そ
の
対
象

は
一
切
衆
生
で
あ
る
。

次
に
、「
清
浄
本
覺
」
も
、
衆
生
に
皆
等
し
く
「
本
覺
」
が
あ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、「
法
身
自
然

熏
習
門
」
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
衆
生
が
対
象
と
な
る
。

三
番
の
「
一
法
界
心
」
と
四
番
の
「
三
自
一
心
摩
訶
衍
」
は
「
立
義
分
」
解
釈
上
で
説
か
れ
て
お

り
、
本
論
所
説
「
一
心
」・「
二
門
」・「
三
大
」
の
構
造
を
「
三
十
三
法
門
」
の
中
に
、
組
み
込
ん
で

い
る
。
そ
し
て
衆
生
に
つ
い
て
「
衆
」
と
「
生
」
に
分
け
、
論
説
し
て
い
る
。

こ
の
五
種
の
構
造
は
、
法
身
・
応
身
・
化
身
と
す
る
「
三
身
」
や
「
本
覺
」、「
不
二
摩
訶
衍
法
」

を
頂
点
と
す
る
「
三
十
三
法
門
」
中
の
「
一
法
界
心
」
と
「
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
」
の
二
側
面
を
問

答
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、「
不
二
摩
訶
衍
法
」
の
絶
対
的
価
値
の
強
調
が
『
釋
論
』
の
目
的
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
に
よ
り
も
「
三
身
」
よ
り
も
価
値
が
上
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、『
釋
論
』

が
改
編
し
た
「
用
熏
習
」
理
解
が
こ
の
問
答
の
構
想
に
起
因
し
て
い
る
。

一
方
で
今
ま
で
対
象
を
衆
生
と
説
く
立
場
を
「
行
者
」
に
変
換
す
る
視
点
は
、『
釋
論
』
の
法
門

に
お
け
る
修
行
の
捉
え
か
た
が
行
者
で
あ
る
と
い
う
独
特
の
思
想
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。　

五
番
目
の「
不
二
摩
訶
衍
法
」が
明
か
無
明
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、前
述
の
ご
と
く『
釋
論
』の「
不

二
摩
訶
衍
法
」
を
絶
対
視
す
る
本
意
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
推
察
す
る
。

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
か
は
、
当
て
は
ま
る
言
葉
と
す
れ
ば
、「
法
体
」
で
あ
り
三

大
熏
習
の
背
後
に
あ
る
根
幹
を
な
す
「
法
身
」、
さ
ら
に
は
本
論
の
「
一
心
」・「
二
門
」・「
三
大
」

を
平
等
に
合
体
さ
せ
た
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）
（（
（

。

ま
た
、「
不
二
摩
訶
衍
法
」
自
体
記
述
さ
れ
る
箇
所
は
「
立
義
分
」・「
迴
向
頌
」
解
釈
上
、
そ
し

て
小
論
で
取
り
扱
う
「
四
種
法
熏
習
」
解
釈
の
み
で
あ
り
、
こ
の
限
ら
れ
た
枠
に
あ
る
「
不
二
摩
訶

衍
法
」
の
思
想
理
解
は
困
難
で
あ
る
が
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
、
ま
と
め

こ
こ
ま
で
知
り
得
た
こ
と
を
ま
と
め
と
す
る
。
以
下
に
六
点
あ
げ
る
。

①
『
釋
論
』
は
一
部
を
除
い
て
本
論
に
対
し
隨
文
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。「
四
種
法
熏
習
」
に

お
い
て
は
、
五
門
を
立
て
論
説
す
る
。
第
一
門
で
の
六
種
の
意
は
『
釋
論
』
の
「
熏
習
」
に
対
す
る

根
本
理
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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②
四
種
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、さ
ま
ざ
ま
な
論
説
が
展
開
さ
れ
る
。
特
に
「
真
如
」
に
対
し
「
無

明
」
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
お
り
、
他
の
二
種
（「
業
識
」・「
六
塵
」）
に
つ
い
て
は
「
無
明
」
に

包
含
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
ま
ず
「
真
如
」
を
「
自
性
清
淨
本
覺
蔵
智
」、「
無
明
」・「
業
識
」・「
妄

境
界
」
を
「
染
妄
」
と
し
て
括
り
「
離
脫
體
相
本
上
無
明
」
と
説
く
。

別
な
説
示
に
は
、「
真
如
」
を
「
障
碍
」
と
「
無
障
碍
」
の
中
に
あ
る
「
虚
空
界
」
で
あ
る
と
し
、

「
無
明
」
と
「
業
識
」
の
関
係
を
「
生
子
と
能
生
父
」
の
譬
喩
を
あ
げ
る
。

そ
の
関
係
は
、
妄
心
と
い
う
境
界
の
風
が
、
無
明
と
い
う
現
識
海
を
波
立
た
せ
七
識
の
波
浪
と
な

り
、
そ
の
こ
と
が
諸
悪
の
業
を
生
じ
さ
せ
一
切
の
苦
悩
を
報
い
と
し
て
受
け
、
三
界
を
「
循
環
」
し

四
毒
の
「
賊
浪
」
を
起
す
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
「
四
種
法
熏
習
」
に
か
ぎ
ら
ず
、『
釋
論
』
は
独
自
の
門
を
立
て
解
釈
す
る
。
特
に
、
第
四
門

が
異
様
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
釋
論
』
が
「
縁
」、
と
り
わ
け
「
修
行
」
を
中
心
と

し
た
衆
生
と
佛
の
関
係
性
に
注
目
し
て
い
る
。

④
「
三
大
熏
習
」
に
つ
い
て
、「
三
身
」
が
「
三
大
熏
習
」
に
関
連
す
る
論
を
展
開
さ
せ
る
と
と
も
に
、

「
三
大
」
が
別
々
に
解
釈
し
論
説
す
る
に
は
解
釈
上
問
題
が
あ
る
と
す
る
理
解
に
い
た
っ
た
。

⑤
「
三
大
熏
習
」
の
「
自
」
に
つ
い
て
、「
立
義
分
」
上
の
内
容
か
ら
検
討
を
試
み
、「
真
如
門
」

由
来
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
「
真
如
」
の
立
場
は
、
本
論
の
体
系
を
も
と
に

「
生
滅
門
」
の
側
面
よ
り
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

⑥
「
五
重
問
答
」
が
展
開
さ
れ
た
要
因
を
、「
三
大
熏
習
」
の
展
開
、
そ
し
て
「
行
者
」
の
「
心
」

が
関
係
し
て
い
る
と
す
る
推
考
か
ら
、「
問
答
」
の
順
や
、
内
容
考
察
を
し
た
。

そ
の
結
果
、「
三
大
熏
習
」
所
説
の
「
三
身
」
や
「
一
心
」
よ
り
も
「
不
二
摩
訶
衍
法
」
が
頂
点

で
あ
る
と
す
る
『
釋
論
』
の
意
図
を
確
認
し
た
。
ま
た
、「
衆
生
」
を
「
行
者
」
と
置
き
換
え
て
お
り
、

『
釋
論
』
が
「
衆
生
」
の
立
場
に
た
っ
た
、「
無
明
」
の
多
様
な
捉
え
方
を
展
開
し
て
い
た
。

な
に
よ
り
も
、「
五
重
問
答
」を「
四
種
法
熏
習
」中
に
論
説
す
る
た
め
に（「
不
二
摩
訶
衍
法
」説
示
）、

「
三
大
」
や
「
三
身
」
ま
で
の
特
殊
な
解
釈
が
な
さ
れ
た
と
の
結
論
に
い
た
っ
た
。

今
回
は
、
論
題
の
内
容
整
理
に
大
半
が
裂
か
れ
、
深
く
内
容
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
今
後
は
、『
釋
論
』
内
部
を
検
討
し
、
見
識
を
深
め
た
い
。
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『
大
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正
蔵
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二
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五
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（21）
『
釋
摩
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正
蔵
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六
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下
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『
釋
摩
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論
』・
大
正
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三
二
巻　

六
三
六
頁
中

（23）
本
多
隆
仁
「
体
相
用
と
自
体
相
用
―
―
釈
論
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
智
山
学
報
』
第
五
一
輯

所
収
二
〇
〇
二
年
）、
本
多
隆
仁
「
不
二
摩
訶
衍
法
と
如
義
言
説
」（『
智
山
学
報
』
第
五
六
輯

所
収
二
〇
〇
七
年
）、
藤
田
隆
乗
「『
釋
摩
訶
衍
論
』
の
一
考
察
―
―
体
相
用
を
中
心
と
し
て
―

―
」（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
第
九
号
所
収　

一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。

（24）
『
釋
摩
訶
衍
論
』・
大
正
蔵
三
二
巻　

六
〇
一
頁
中

（25）
「
一
法
界
心
」
の
理
解
に
つ
い
て
既
に
先
行
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
那
須
盛
隆
「
弘
法
大

師
の
自
証
三
昧
」（『
智
山
学
報
』
第
二
二
輯
所
収　

一
九
七
三
年
）、
本
多
隆
仁
「
釈
摩
訶
衍

論
に
お
け
る
立
義
分
解
釈
と
五
重
問
答
」（『
佛
教
思
想
史
論
集
』
所
収　

一
九
八
四
年
）
に
は

「
一
体
一
心
摩
訶
衍
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
本
然
「『
釈
摩
訶
衍
論
』
に
説
か
れ

る
熏
習
論
の
特
徴
に
つ
い
て
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
二
三
巻
所
収　

一
九
八
八
年
）
に
は
、

八



『
釋
摩
訶
衍
論
』
に
お
け
る
「
四
種
法
熏
習
」
の
一
考
察
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前
述
二
種
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
有
覚
門
」・「
無
覚
門
」
等
の
こ
と
も
含
め
て
一
考
を
要
す
る

問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、一
方
で
同
著
「『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
五
重
問
答
に
つ
い
て
」（『
智

山
学
報
』
第
五
六
輯
所
収　

二
〇
〇
七
年
）
に
は
、
日
本
・
中
国
に
跨
る
詳
し
い
研
究
報
告
が

提
出
さ
れ
て
い
る
。

（26）
本
多
隆
仁「
不
二
摩
訶
衍
法
と
如
義
言
説
」（『
智
山
学
報
』第
五
六
輯
所
収　

二
〇
〇
七
年
）に
、

「
不
二
摩
訶
衍
法
」
の
有
り
方
に
つ
い
て
委
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
説
を
理
解

の
手
立
て
と
す
る
。

九


